
子ども・子育て支援法に基づく基本指針（※）の改正案について（概要）

○ 児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏

まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和

４年法律第66号。以下「改正法」）ことが必要であることから、第208回国会において成立した。

○ この改正法において、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置

の努力義務化、支援を要するこどもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）の作成、市区町村における子育て

家庭への支援の充実等が定められた。

○ 当該児童福祉法の改正等を踏まえ、関係する基本指針の規定を改正するとともに、その他所要の規定の整備を行う。

改正の趣旨

※ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て
支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成26年内閣府告示第159号）

１ ．家庭支援事業（子育て世帯訪問支援事業等）の新設・拡充及びの利用勧奨・措置に関する事項の追加

→基本指針に新設した事業の位置づけ等を行うとともに、市町村子ども・子育て支援事業計画において、家庭支援事業の量の

見込み（事業需要量）を設定する際には、利用勧奨・措置による提供も勘案の上、設定すること等を規定。

２．こども家庭センター及び地域子育て相談機関に関する事項の追加

→市町村子ども・子育て支援事業計画の任意記載事項として、こども家庭センターと地域子育て相談機関の設置に努めることや、

これら機関の連携を図ること等を規定。

３．こどもの権利擁護に関する事項の追加

→都道府県子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、①児童相談所等が適切に意見聴取等措置をとること、

②都道府県が意見表明等の支援やこども権利擁護に向けた必要な環境の整備を行うことについて規定。

４．その他所要の改正

→基本指針に規定している計画の更新等を踏まえ所要の改正を行う。

改正の概要

※ 根拠法令：子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第60条第１項及び第３項
※ 改正児童福祉法の施行日（令和６年４月１日）に先立ち、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しの時期に合わせて、本年11月頃を目途に公布し、令和６年４月１日に施行することとする。
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